
水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）実施要領 
 

第１ 趣旨 

県は、水産業の振興や漁村地域の活性化を図るため、水産業共同利用施設の整備や拡充等を行う事業

について、海域を有する市町（以下「沿海市町」という。）に対し予算の範囲内において交付金を交付

するものとする。 

このため、この要領は、水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）の実施に関し、熊本

県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号）及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項（平

成２４年４月１日施行。以下「要項」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 交付先 

 県は、沿海市町に対し、交付金を交付する。 

 

第３ 事業主体 

 事業主体は、沿海市町、漁業協同組合（内水面漁業協同組合及び内水面漁業協同組合連合会を除く。）

及び漁業協同組合連合会とする。 

 

第４ 対象事業 

 対象事業は、別表１に定める水産業共同利用施設の整備に要する経費とする。 

 

第５ 交付額 

 沿海市町への交付額は、次の（１）～（３）に掲げる項目、事業内容（漁家所得の向上や地域活性化

へ向けた取組等県の重点施策に合致する事業）及び事業の緊急性・利用度をもとに算定し、対象となる

事業費総額の１／３を限度として交付するものとする。 

（１）財政力指数 

（２）漁業経営体数 

（３）事業実施予定箇所数 

 

第６ 交付申請書 

 要項第６条第２項の添付書類は、次に定めるところによる。 

（１） 事業計画書 別記第１号様式 

（２） 事業実施位置図、事業内容等に関する資料等 

 

第７ 交付決定前着手 

 要項第９条の交付決定前着工申請書は、別記第２号様式によるものとする。 

 

第８ 事業内容の変更 

 要項第８条第２項の事業変更計画書は、別記第１号様式によるものとする。 

 



第９ 事業の実施 

 １ 市町及び事業主体は、第４に記載する事業を適正に計画し実施するものとする。 

 ２ 事業主体は、事業の計画及び実施に当たり、関係者等と協議調整を図り円滑に事業を進めるよう

努めるものとする。 

３ 事業主体は、関係法令の定めるところに従い、当該施設が十分にその機能を発揮するよう適切な

管理、運営に努めるものとする。 

 

第１０ 着工報告及び完成報告 

要項第１１条の着工報告及び完成報告については、次の表に定めるところによるものとする。 

区分 報告時点 報告期限 添付書類 

着工報告 工事に着工した日 直ちに １ 契約書の写し 

２ 変更契約を取り交わした場合はその書類 

完成報告 工事がしゅん工した日 直ちに １ 検査復命書 

２ 工事の経過及び完成を証するに足る写真 

３ 補助事業等しゅん工確認検査要請書（別記

第４号様式） 

４ 契約書の写し 

 

第１１ 指導及び監督 

 １ 県は、沿海市町に対して、事業の適切かつ円滑な実施のための助言、指導、その他必要な措置を

講ずるものとする。 

 ２ 県は、第４の内容に適合しない事業を実施していると認める場合には、沿海市町に対して適合さ

せるための措置等を求めることができる。 

 

第１２ 実績報告 

  要項第１３条第２項の添付書類は、次に定めるところによる。 

（１） 事業実績書 別記第１号様式 

（２） 確認検査調書 

（３） しゅん工写真 

（４） 事業実施位置図、事業内容等に関する資料等 

 

第１３ 財産処分 

事業主体は、事業の実施内容が、補助金等に係る予算の執行適正化に関する法律（昭和３０年法律

第１７９号）第２２条に基づく財産処分の対象となる場合は、その手続に従うものとする。 

 

第１４ その他 

１ 交付の条件 

   事業主体は、この事業により取得した財産で耐用年数の期間内は、財産管理台帳（別記第５号様

式）及びその他関係書類を整備保管しなければならない。 



なお、耐用年数については『減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３月３１日大

蔵省令第１５号）』に基づくものとする。 

 

２ 申請書等の提出方法 

   要項に規定する以下の申請書は、所轄の県広域本部農林水産部水産課を経由して行うこと。 

（１）交付申請書（要項第６条関係） 

（２）交付決定前着工承認申請書（要項第９条関係） 

（３）事業変更申請書（要項第８条関係） 

（４）着工（完成）報告書（要項１１条関係） 

（５）実績報告書（要項第１３条関係） 

 

３ この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

 

附則 

この要領は平成２５年５月１３日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

 

附則 

この要領は平成２７年４月２０日から施行する。 

 

 



別記第１号様式（第６，８，１３条関係） 

 

水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備）事業計画書 
（又は、変更計画書・実績書） 

 
１ 事業計画 
（１）事業主体名 
 
 
 
（２）事業内容  
 
 
 
（３）事業実施箇所 
 
 
 
（４）事業実施地区の漁家数及び受益漁家数 
 
 
 
２ 事業実施の必要性 
 
 
 
 
３ 経費の配分                                                               （単位：円） 

事業項目 事業内容
 

事業費 

 

補助事業に要す

る(要した)経費 

 

負担区分 

備 考
 

県交付金 市町村費 その他 

 

 

       

 

 

   

合 計 
      

 （※ 積算内訳書を添付してください。） 
 
 
４ 事業完了予定日（事業完了年月日） 
 
 
  （注）変更に係る部分については二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



別記第２号様式（第７条関係） 

                                      番      号  

                                                               年  月  日  

 

  熊本県知事            様 

 

                                     （申請者）所在地 

                                               団体名 

                                               代表者  職 

                                                       氏名              印 

平成  年度水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）交付決定前着手 

承認申請書 

  平成  年度水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）に係る下記事業について、

別記条件を了承のうえ、交付決定前に着手したいの、承認いただきたく申請します。 

 

記 

１ 事業内容 

２ 事業量 

３ 事業費 

４ 事業実施箇所 

５ 着工予定年月日 

６ しゅん工予定年月日 

７ 交付決定前着手を必要とする事由 

 

 

 

 

 

別記 

条件 

１ 交付金の交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって、実施した事業に損

失を生じた場合、これらの損失は、事業主体が負担すること。 

２ 交付金の交付決定を受けた交付金額が、交付申請額に達しない場合においても、異議がない

こと。 

３ 事業の着手から交付金の交付決定を受ける期間内は、当該事業の計画変更は行わないこと。 

 
 



別記３号様式（第７条関係） 

 

番  号 

平成  年  月  日 

 

（申請者）様 

 

熊本県知事        印 

 

   平成  年度水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）交付決定前着手 

承認通知書 

 平成  年  月  日付け  第  号で申請のありました水産基盤整備交付金事業（水産業

共同利用施設整備分）交付決定前着手承認申請については、下記の条件を付して承認します。 

記 

１ 交付決定前着手の条件 

 (1) 交付金交付決定通知を受けるまでの期間内に天災地変等の理由により、実施した事業に損

失を生じた場合、これの損失は事業主体が負担する。 

 (2) 交付金交付決定を受けた交付金額が、交付申請額に達しない場合においても異議がない。 

 (3) 当該事業については、着手から交付金交付決定通知を受けるまでの期間においては、計画

変更は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第１０条関係） 

 

 

水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）しゅん工確認検査要請書 

 

 下記工事について、しゅん工確認検査をしていただきたく、要請いたします。 

 

記 

 

事前着工承認年月日又は 

交付決定年月日 

 

 

事業内容 
 

 

工種または施設の区分 
 

 

着工年月日 
 

 

しゅん工年月日 
 

 

事業主体  

住  所 

施工業者 

商  号 

代表者名 

 

 

 

 

事 業 量 
 

 

事 業 費 

 

 

 

 

     年  月  日 

 

                         （住所） 

                    （申請者） 

                         （氏名）                   印 

 

  熊本県知事          様 

 

 



別記第５号様式（第２１条関係） 

財  産  管  理  台  帳 

 市町村名（事業主体名）           

地域名     地区 事業実施年度 年度 水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備） 

事

業

項

目 

事 業 の 内 容 工  期 経  費  の  配  分  処分の状況  

 

 

摘 要 

 

事業内容 事業主体 
工種、構造、

施設区分 

施行箇所また

は設置場所 

 

事 業 量 

 

着 工 

年月日 

しゅん工

年月日 

 

事業費 

 

負  担  区  分 

耐用 

年数 

処分制限 

年 月 日 

承 認 

年月日 

処分の 

内 容 国庫交付金 都道府県費 市町村費 そ の 他 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （注）  (1) 処分制限年月日には、処分制限の終期を記入すること。 

              (2) 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。 

              (3) 摘要欄には、譲渡先、交換先、貸付け先及び抵当権等の設定権者の名称または交付金返還額を記入すること。 

              (4) この様式により難い場合には、処分制限年月日及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることができる。 

 

 

 



 

 

 

交付金の対象事業 （水産業共同利用施設整備分 ）      

  

事業項目 内  容 

(1) 共同利用施設の整備 

国庫補助事業及び国交付金等の採択要件に適合しな

いものの、共同利用施設としての事業効果が十分に見

込める施設及び機器の整備に要する経費。 

(2) 共同利用施設の補修、 

改修 

既存の共同利用施設について、補修、改修等を行う

ことで、さらに有効活用が図られ長期的な効果が見込

まれる施設及び機器の整備に要する経費。 

(3) その他  
その他、緊急的に行わなければならない共同利用施

設、機器等の整備、補修、改修に要する経費。 

 

※ その他、表の内容以外で、特に必要と認められる事業については別途協議とする。 

 

 

別表１ 


